
○登米市住宅用新エネルギー設備導入支援事業補助金交付要綱 

平成27年10月30日 

告示第317号 

改正 平成29年３月30日告示第85号 

平成29年12月27日告示第278号 

平成30年12月25日告示第252号 

令和３年３月23日告示第73号 

令和３年12月28日告示第284号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市における新エネルギーの導入を促進し、低炭素社会の実現及

び地球温暖化の防止に資するため、住宅に新エネルギー設備を設置する市民等に対

し、予算の範囲内で登米市住宅用新エネルギー設備導入支援事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて、登米市補助金等交付規則（平成17年登

米市規則第34号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 木質バイオマス燃焼機器 ペレット、薪等を燃料として使用する設計及び仕様

である暖房機及びボイラーをいう。 

(2) 住宅 自ら居住するために用いる家屋（事務所、店舗その他これらに類する用

途を兼ねる家屋を含む。）及び自己の所有する別荘等をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、木質バイオマス燃焼機器の設置等を行う事

業とする。 

（交付要件等） 

第４条 前条の補助対象事業に係る補助金の交付要件、補助対象者、補助対象経費及

び補助金の額は、別表のとおりとする。 

（申請受付期間等） 

第５条 補助金の交付の申請を受け付ける期間は、当該年度の４月１日から３月10日

までの間とする。ただし、４月１日又は３月10日が日曜日、土曜日又は国民の祝日

に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当たる場合は、それぞれそ

の翌日とする。 

２ 補助金の申請回数は、１世帯当たり補助対象事業ごとに１回とする。 

３ 市長は、申請を先着順に受け付けるものとし、補助金の交付申請額の合計が予算

の範囲を超えるときは、第１項の期間内であっても、受付を停止するものとする。 



（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、登米市住

宅用新エネルギー設備導入支援事業補助金交付申請書（様式第１号）を提出しなけ

ればならない。 

２ 規則第３条第３号に規定する書類は、次のとおりとする。 

(1) 補助対象経費の内訳が記載された工事請負契約書、売買契約書又は見積書の写

し 

(2) 当該補助対象機器設置場所の現況写真及び配置予定図 

(3) 住宅（自己の所有する別荘等を除く。）が申請者の所有するものでない場合に

あっては、当該住宅の所有者の承諾書（様式第２号） 

(4) 補助対象機器が確認できるカタログ及び仕様書の写し 

(5) 市税の納税証明書 

（変更等の承認） 

第７条 規則第６条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事

業者」という。）は補助対象事業の内容を変更するとき、又は補助対象事業を中止

若しくは廃止しようとするときは、登米市住宅用新エネルギー設備導入支援事業補

助金変更等承認申請書（様式第３号）により市長に申請し、その承認を受けなけれ

ばならない。ただし、次に掲げる重要な変更以外の軽微な変更にあっては、この限

りでない。 

(1) 補助金交付決定額の変更 

(2) 補助対象機器の変更 

２ 計画変更を行う場合、補助金交付申請額が増額されることはないものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、登米市住宅用新エネルギー

設備導入支援事業補助金実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に報告しなければならない。 

(1) 補助対象事業の完成写真 

(2) 補助対象経費の支払に係る領収書の写し及び内訳書 

(3) 補助対象機器が設置された住宅を購入した場合にあっては、当該住宅の建築確

認済証の写し及び住宅が確認できる立面図 

(4) 新築の別荘等に設置する場合又は補助対象機器が設置された別荘等を購入し

た場合にあっては、補助事業者が当該補助対象機器を設置した建物等を所有して

いることを証明する登記事項証明書 

(5) 補助金振込先金融機関の口座通帳の写し 

(6) 申請時に市内に住所がない者は、補助対象機器を設置した住宅に居住している

ことがわかる住民票の原本（発行日から３か月以内のものに限る。） 



（手続代理者及び手続代行者） 

第９条 申請者は、第６条及び第７条の規定による申請並びに前条の規定による実績

報告について、行政書士又は行政書士法人（以下「手続代理者」という。）又は法

令に反しない限りにおいて対象機器を販売する者（以下「手続代行者」という。）

に対してそれぞれこれらの手続の代理又は代行を依頼することができる。 

２ 手続代理者及び手続代行者は、依頼された手続を誠意をもって実施するものとす

る。この場合において、申請者及び補助事業者に関して得た情報は、個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号）に従って取り扱うものとする。 

３ 市長は、手続代理者又は手続代行者が第１項に規定する手続を偽りその他不正の

手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施することができる。 

（現地調査等） 

第10条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて

補助事業者、手続代理者及び手続代行者に対して報告を求め、又は現地調査等を行

うことができるものとする。 

（書類の整備） 

第11条 補助事業者は、補助対象事業の施行及び収支の状況に関する書類、帳簿等を、

当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から１年間保存しなければなら

ない。 

（取得財産の処分の制限） 

第12条 補助事業者は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の末日までに

おいては、補助対象機器を処分してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を

受けたときは、この限りでない。 

２ 補助事業者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、登米市住宅用新エ

ネルギー設備導入支援事業補助対象機器財産処分承認申請書（様式第５号）を市長

に提出しなければならない。 

（委任） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（平成29年３月30日告示第85号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年12月27日告示第278号） 

この告示は、平成29年12月27日から施行する。 



附 則（平成30年12月25日告示第252号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、

同年３月31日から施行する。 

附 則（令和３年３月23日告示第73号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年12月28日告示第284号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、

令和３年12月28日から施行する。 

別表（第４条関係） 

補助

対象

機器 

補助金の交付要件 補助対象者 補助対象経費 補助金

の額 

木質

バイ

オマ

ス燃

焼機

器 

市内に存する住宅に次の各号に

掲げる要件を全て満たす補助対

象機器を設置しようとする者又

は市内に存する補助対象機器付

住宅等の引渡しを受けようとす

る者に対し、交付する。 

(1) 補助対象機器の設置工事

の着工又は補助対象機器付住

宅等の引渡しが、交付決定日

以降であること。 

(2) 未使用のものであること。 

次の各号に掲げる

要件を全て満たす

者とする。 

(1) 市税に未納が

ないこと。 

(2) 補助金の交付

をこれまでに受

けていないこと。 

補助対象機器の購

入・設置に関する費

用（消費税及び地方

消費税の額は除

く。） 

補助対

象経費

の３分

の１又

は10万

円のい

ずれか

低い額

（算出

された

金額に

千円未

満の端

数があ

る場合

は、こ

れを切

り捨て

た額）。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第12条関係） 

 


